
善
徳
寺
の
概
要

歴
史
・
沿
革
に
つ
い
て

北
陸
は
浄
土
真
宗
と
大
変
か
か
わ
り
の
深
い
地
域
で
、
そ
の
由
緒
は
、
承
元
元
年
（

―二

0
七）

の
親
驚
の
越
後
配
流
と
い
わ
れ
て
お
り
、
越
前
・加
賀
・越
中
の
真
宗
寺
院
で
、
配
流
の
途
中
で
教

化
が
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
が
、
少
な
か
ら
ず
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
本
格
的
に
北
陸
に
浄
土
真
宗
が
布
教
さ
れ
る
の
は
、
本
願
寺
八
世
蓮
如
の
代
以
降
か

ら
で
あ
る
。

文
明
三
年
(
-
四
七

一
）
、
蓮
如
は
越
前
の
吉
崎
よ
り
金
沢
を
経
て
井
波
瑞
泉
寺

へ
赴
く
際
、
祖

父
巧
如
の
弟
、
周
覚
法
印
が
布
教
し
た
旧
地
で
あ
る
加
越
国
境
の
砂
子
坂
（
金
沢
市
）
を
訪
ね
た
。

そ
し
て
、
そ
の
仏
法
有
縁
の
地
に
道
場
を
創
建
す
る
よ
う
に
諭
し
、
周
覚
の
孫
で
蓮
如
の
甥
、
蓮

真
に
付
属
さ
せ
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
善
徳
寺
で
は
蓮
如
を
開
基
と
し
、

蓮
真
を
第
二
世
と
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
蓮
真
は
寺
基
を
砂
子
坂
か
ら
法
林
寺
（
南
砺
市
）
に
移
し
、
子
の
実
円
に
跡
を
譲
っ

た
。
延
徳
期
S
文
亀
期
(
-
四
八
九

S
一
五
0
四
）
に
は
、
法
林
寺
か
ら
山
本
に
移
り
、
こ
の
頃
、

本
願
寺
九
世
実
如
よ
り
寺
号
「
善
徳
寺
」
を
免
許
さ
れ
た
。

実
円
の
子
で
あ
る
第
四
世
円
勝
は
、
天
文
年
間
(
-
五
三
二

S
五
五
）
に
福
光
へ
と
移
り
、
さ
ら

に
、
円
勝
の
子
、
第
五
世
祐
勝
の
頃
、
城
ヶ
鼻
の
城
主
、
荒
木
大
膳
の
請
を
う
け
、
現
在
地
で
あ
る

城
ヶ
端
の
城
郭
に
寺
を
建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
る

が
、
通
説
で
は
氷
禄
―
一
年
(
-
五
五
九
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。

祐
勝
に
は
男
子
が
な
か
っ
た
た
め
、
越
前
の
西
光
寺
か
ら
空
勝
を
婿
に
迎
え
、
第
六
世
と
し

た
。
空
勝
は
、
本
願
寺
と
織
田
信
長
が
戦
っ
た
石
山
合
戦
(
-
五
七

O
S
一
五
八
0

)

に
参
戦
し
、

大
変
尽
力
し
た
。
ま
た
、
石
山
合
戦
講
和
後
、
講
和
に
反
対
し
篭
城
を
続
け
た
教
如
を
支
持
し
た
。

越
中
で
力
を
持
っ
て
い
た
井
波
瑞
泉
寺
と
伏
木
勝
興
寺
は
、
講
和
派
に
属
し
て
い
た
。

慶
長
八
年
（

一
六
0
三
）、
教
如
が
東
本
願
寺
を
開
創
し
、
本
願
寺
の
東
西
分
派
が
お
こ
る
と
、

空
勝
は
教
如
へ
帰
参
し
た
。
こ
の
結
果
、
善
徳
寺
は
越
中
に
お
い
て
東
方
の
最
有
力
寺
院
と
し

て
の
地
位
を
確
立
し
、
越
中
・加
賀
・能
登
の
三
か
国
に
末
寺
、
門
徒
を
も
つ
中
本
山
と
し
て
の
役

割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
天
正

一三
年
(
-
五
八
五
）
に
は
、
越
中
三
郡
は
前
田
氏
が
領
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

延
宝
七
年
（

一
六
七
九
）
成
立
の
『
由
来
覚
書

一
牒
』
や
嘉
永
二
年
（

一
八
四
九
）
に
成
立
し
た
『
城

端
善
徳
寺
由
緒
略
書
』
に
よ
れ
ば
、
慶
長
九
年
（

一
六
0
四
）
に
、
加
賀
藩
二
代
藩
主
前
田
利
長
が

狩
り
の
途
中
、
善
徳
寺
に
二
泊
し
、
拝
領
品
と
と
も
に
自
筆
の
屋
敷
地
寄
進
書
状
を
下
さ
れ
た
と

記
さ
れ
て
い
る
。

加
賀
藩
は
、
寺
社
政
策
と
し
て
慶
安
四
年
（
一
六
四
八
）
に
寺
社
奉
行
を
お
き
、
つ
い
で
、
宗
派

ご
と
に
頭
寺
（
触
頭
ア
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

本
願
寺
は
宣
如
の
意
向
に
よ
っ
て
、
寺
法
に
関
す
る
「
申
触
」
を
善
徳
寺
と
慶
安
―

一年

（
一
六
四
六
）
に
東
方
へ
帰
参
し
た
井
波
瑞
泉
寺
の
二
か
寺
に
伝
達
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
倣

い
、
加
賀
藩
も
こ
の
一
一
か
寺
に
「
頭
寺
（
触
頭
ご
を
伝
達
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
以
降
、
善
徳
寺

と
瑞
泉
寺
が
国
法
・寺
法
の
両
法
に
つ
い
て
、
越
中
四
郡
の
東
方
二
七
二
か
寺
の
頭
寺
と
な
る
体

制
が
確
立
し
た
。

こ
の
後
、
近
世
中
期
の
善
徳
寺
は
、
歴
代
住
職
が
本
願
寺
宗
主
親
族
か
ら
就
任
し
て
お
り
、
寺

勢
の
安
定
期
を
迎
え
た
。
本
堂
造
営
や
鐘
楼
の
竣
工
な
ど
大
事
業
が
行
わ
れ
、
御
坊
と
し
て
の

地
位
を
確
立
し
た
。

し
か
し
、
第

一
五
世
真
応
（
本
願
寺

一
六
世

一
如
の
孫
・

一
七
九

一
年
没
）
の
後
、
な
か
な
か
後

継
が
決
定
し
な
か
っ
た
。
加
賀
藩

一
三
代
藩
主
前
田
斉
泰
は
、
嘉
永
元
年
（

一
八
四
八
）
に
誕
生

し
た

一
0
男
の
亮
五
郎
に
つ
い
て
善
徳
寺
入
寺
の
意
向
を
表
し
た
。
亮
五
郎
は
本
願
寺
二
0
世

達
如
の
猶
子
と
な
り
、
名
前
を
亮
麿
と
改
め
、
嘉
永
二
年（

一
八
四
九
）
に
第

一
六
世
住
職
と
し
て

入
寺
し
た
。
亮
麿
は
入
寺
後
も
、
藩
主
実
子
と
し
て
藩
か
ら
の
援
助
を
受
け
て
い
た
が
、
嘉
永
四

年（

一
八
五

一
）
に
四
歳
で
没
し
た
。
そ
の
後
、
明
治
四
年
(
-
八
七

一
）
に
は
、
亮
麿
の
妹
、
治
姫

が
第

一
七
世
厳
高
の
室
に
縁
辺
相
整
い
入
輿
す
る
な
ど
、
前
田
家
と
の
関
係
は
保
持
し
て
い
る
。

近
世
後
期
の
善
徳
寺
は
、
住
職
が
決
定
し
な
い
時
期
が
長
く
あ
っ
た
が
、
五
か
寺
と
呼
ば
れ

る
五
つ
の
下
寺
（
真
覚
寺
・恵
林
寺
・伝
栄
寺
・龍
勝
寺
・浄
念
寺
）
が
寺
務
や
儀
式
に
深
く
か
か
わ

り
、
善
徳
寺
を
運
営
し
て
い
た
。
五
か
寺
は
、
寺
家
、
役
僧
、
列
座
、
寺
中
、
看
坊
、
役
寺
と
も
呼
ば

れ
、
住
職
が
在
中
の
と
き
は
役
僧
と
し
て
働
き
、
住
職
が
留
守
、
ま
た
は
、
無
住
の
と
き
に
は
看
坊

と
し
て
、
寺
法
と
国
法
の
二
つ
の
事
務
や
様
々
な
案
件
の
取
り
さ
ば
き
を
行
っ
た
。

明
治
期
に
入
る
と
、
六
年
(
-
八
七
三
）
、
「
御
坊
」
が
「
管
刹
」
に
改
称
さ
れ
、
城
端
管
刹
と
な
っ

た
。
ま
た
、
九
年
(
-
八
七
六
）
に
は
、
「
宗
規
綱
領
」
に
よ
り
、
「
管
刹
」
が
「
別
院
」
と
改
称
さ
れ
、
現

在
に
至
っ
て
い
る
。
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諸
建
築
に
つ
い
て

城
端
地
区
は
、
山
田
川
と
池
川
の
二
つ
の
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
河
岸
段
丘
上
に
位
置
し

て
お
り
、
南
北
に
長
い
町
域
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
善
徳
寺
は
中
央
部
の
西
端
に
東
面

し
て
建
っ
て
い
る
。
浄
土
真
宗
ら
し
い
寺
院
配
置
を
取
っ
て
お
り
、
そ
の
建
築
物
の
中
で
、
山

門
•

本
堂
・

鐘
楼

・

太
鼓
楼
の
四
棟
が
、
富山
県
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
（
平
成
五
年

八
月

一
八
日
指
定
）
。
そ
れ
以
外
の
式
台
門
（
菊
の
門
）

・
式
台

・
中
式
台

・
台
所
門

・
道
場
門

（
喬
桑
門
）•
新
講
堂

・

対
面
所

・

大
納
言
の
間

・

西
の
書
院
・
北
の
書
院

・

庫
裏

・

御
殿

・

竹
の
間

・
御
広
敷
・
新
御
殿

・
茶
室
（
廓
龍
庵
）

・
経
蔵
の

一
七
棟
は
市
の
有
形
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る
。

善
徳
寺
は
富
山
県
南
砺
市
城
端
四

0
五
に
所
在
し
、
山
号
を
「
廓
龍
山
」
と
号
す
。
永
禄
二
年

（
一
五
五
九
）
、
城
端
の
豪
族
、
荒
木
大
膳
の
招
聘
を
う
け
て
現
在
地
に
移
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
が
、
一
八
世
紀
中
期
に
本
堂
を
建
て
替
え
る
ま
で
は
、
細
か
な
建
設
活
動
に
つ
い
て
は
不
明
で

あ
る
。
寺
に
残
さ
れ
て
い
る
文
献
等
か
ら
、
慶
長
九
年
（

一
六
0
四
）
に
加
賀
藩
主
前
田
利
長
が

大
納
言
の
間
に
二
泊
し
た
こ
と
や
、
寛
永

一
0
年（

一
六
三
三
）
に
御
堂
を
再
興
し
た
、
と
の
記
述

が
見
て
と
れ
る
が
詳
細
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
享
保

―一

年
（

一
七
二
六
）
に
描
か
れ

た
「
城
端
町
絵
図
」
（
市
指
定
文
化
財
）
に
は
、
間
口
五
間
の
建
て
替
え
前
の
本
堂

・
太
鼓
楼

・
式

台
・

対
面
所

・

大
納
言
の
間

•

最
初
の
庫
裏
・

鐘
楼

・

台
所
門

・

薬
医
門
形
式
の
山
門
が
描

か
れ
て
い
る
。

本
堂
は
寛
保
二
年
（

一
七
四
二
）
に
建
替
え
許
可
願
が
出
さ
れ
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
か

ら
建
設
が
始
ま
っ
た
。
宝
暦
九
年
（

一
七
五
九
）
に
本
堂
が
上
棟
し
た
後
は
、
宝
暦
一

―
一年

（
一
七
六
二
）
に
、
鐘
楼
を
砺
波
郡
島
村
（
現
在
の
小
矢
部
市
）
乗
永
寺
に
移
築
し
、
明
和
八
年

（
一
七
七

一
）
か
ら
新
し
い
鐘
楼
の
建
設
に
着
手
し
た
。
天
明
元
年
（

一
七
八

一
）
に
鏑
楼
が
上

棟
し
た
頃
に
は
、
飢
饉
の
連
続
や
住
職
の
い
な
い
無
住
時
代
に
入
る
な
ど
の
悪
条
件
の
中
、
寛

政

―二
年
(
-
八
0
0
)
か
ら
山
門
の
建
設
に
取
り
か
か
っ
て
い
る
（
元
の
山
門
は
、
享
和
元
年

（
一
八
0
I

)

に
苗
加
村
（
現
在
の
砺
波
市
）
万
福
寺
へ
移
さ
れ
て
お
り
、
現
存
し
て
い
る
）
。
し
か

し
、
文
化

―二
年
(
-
八

一
五
）
に
山
門
が
完
成
し
た
後
、
建
設
活
動
は
し
ば
ら
く
途
切
れ
て
い

る
。嘉

氷
元
年
（

一
八
四
八
）
ま
で
無
住
状
態
に
あ
っ
た
善
徳
寺
で
あ
る
が
、
翌
二
年
、
加
賀
藩
第

一
三
代
藩
主
前
田
斉
泰
の

一
0
男
で
あ
る
亮
麿
を
住
職
に
迎
え
、
加
賀
藩
の
援
助
の
下
、
北
側

に
寺
地
を
広
げ
、
式
台
門
や
御
殿
、
御
広
敷
な
ど
の
居
住
部
分
を
拡
充
し
た
。
亮
麿
は
嘉
永
四
年

善徳寺周辺拡大

（
一
八
五
一
）
に
四
歳
で
没
し
た
が
、
没
後
の
安
政
元
年
(
-
八
五
四
）
に
庫
裏
の
修
復
に
着
工
し

た
。
こ
の
庫
躾
は
蓮
如
上
人
三
五
0
回
忌
に
合
わ
せ
て
新
築
さ
れ
、
入
母
屋
屋
根
の
式
台
と
唐

破
風
の
玄
関
が
つ
い
た
間
口
の
大
き
い
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
‘

―
-0年
程
度
で
台
風
に
よ
っ

て
壊
れ
、
明
治
初
期
に
現
在
の
庫
裏
に
建
て
直
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

亮
麿
没
後
の

一
七
代
住
職
は
本
山
か
ら
厳
高
が
迎
え
ら
れ
た
が
、
明
治
四
年
(
-
八
七

一
）
に

は
、
そ
の
厳
高
の
元
へ
加
賀
藩
主
前
田
斉
泰
の
娘
で
あ
る
治
姫
が
許
婚
者
と
し
て
入
寺
し
て
お

り
、
加
賀
藩
と
の
強
い
繋
が
り
は
保
持
し
て
い
た
。
し
か
し
、
明
治
六
年
(
-
八
七
三
）
、
厳
高
が

死
去
し
、
治
姫
は
東
京
へ
引
移
し
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
何
度
か
改
修
を
行
っ
て
い
る

が
、
創
建
以
来
、
一
度
の
火
災
に
も
遭
わ

ず
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
主
な
建
築
物

の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
各
建
築

物
の
建
設
年
代
・改
修
年
代
は
表
に
示
し

た
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
年
代
不
詳
の

建
築
物
に
つ
い
て
は
絵
図
等
の
歴
史
資

料
よ
り
あ
る
程
度
の
時
期
を
特
定
し
た
。

叫マ濱茶知

ヽ
ご衿 一

ぐ

「城端町絵図」（享保 11年製）
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匝］ 匝l

戸

山門平面図 (S=l/300)

山

門

三
間
三
戸
の
二
重
門
で
、
入
母
屋
造
の
建
造
物
で
あ
る
。
本
瓦
葺
で
左
右
に
山

廊
を
付
属
す
る
。
寛
政

―二
年
(
-
八
0
0)
に
着
手
し
、
文
化
六
年
（

一
八
〇
九
）
に
上
棟
し
て

い
る
。
棟
梁
は
本
願
寺
大
工
の
柴
田
新
八
郎
、
副
棟
梁
は
城
端
大
工
の
山
村
典
四
郎
が
勤
め
て

い
る
。
下
層
は
詰
組
二
手
先
、
椎
は
和
様
二
重
に
つ
く
ら
れ
、
上
層
は
詰
組
三
手
先
、

二
重
扇
椎

で
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
禅
宗
様
の
形
式
で
統

一
さ
れ
て
い
る
。
全
体
は
彫
刻
で
装
飾
さ
れ
て
お

り
、
上
層
内
部
に
は
釈
迦
三
雑
を
配
置
し
、
天
井
を
天
女
の
彩
画
で
飾
っ
て
い
る
。

山門正面立面図

7
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匝l 匝l 回

本堂平面図 (S=l/300)

本

堂

宝
暦
九
年
（

一
七
五
九
）
に
上
棟
し
、
単
庖
入
母
屋
造
、
桟
瓦
葺
で
東
面
し
て
建

つ
。
正
面
中
央
に
三
間
の
向
拝
を
備
え
る
。
平
面
構
成
は
真
宗
寺
院
の
大
型
本
堂
の
通
例
に
準

じ
て
お
り
、
内
陣
と
左
右
余
間
を
上
段
間
と
し
、
そ
の
前
面
は
柵
内
を
介
し
て
広
い
外
陣
に
区
分

し
て
い
る
。
余
間
の
外
側
に
飛
樅
問
、

柵
内
と
外
陣
を
囲
ん
だ
三
方
に

一
間
通
り
の
入
側
縁
を

廻
す
。
通
常
で
は
外
陣
の
外
三
方
を
広
縁
に
つ
く
る
が
、
入
側
縁
に
し
た
の
は
、
当
地
の
冬
季
の

風
上
を
反
映
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

鐙楼南側立面図

ヽ

口
国

鐘楼平面図 (S=1/300) 

鐘

楼

入
母
屋
造
、
銅
板
費
で
、
切
石
で
組
ま
れ
た
基
垣
の
上
に
建
ち
、
方

一
間
の
禅
宗

様
の
建
造
物
で
あ
る
。
天
明
元
年
（

一
七
八

一
）
に
上
棟
し
て
お
り
、
加
賀
藩
大
工
横
山
権
守
の

設
計
で
、
城
端
大
工
山
村
典
四
郎
の
作
で
あ
る
。
礎
盤
上
に
建
て
た
円
柱
を
虹
梁
仕
立
の
飛
貫

と
頭
貰
で
つ
な
ぎ
、
台
輪
上
に
は
詰
組
三
手
先
の
組
物
を
組
ん
で
い
る
。
飛
貫
の
木
鼻
は
獅
子
、

飛
貰
と
頭
貰
の
あ
い
だ
を
浮
彫
り
で
埋
め
、
頭
貫
の
内
面
に
彫
地
紋
を
施
す
な
ど
の
華
美
な
装

飾
が
特
徴
で
あ
る
。

8
 



太鼓楼平面図 (S=l/300)

式台門平面図 (S=l/300)

太
鼓
楼

善
徳
寺
の
建
造
物
の
中
で
最
古
の
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
享
保

―一

年

（
一
七
二
六
）
の
「
城
端
町
絵
図
」
で
は
、
現
在
の
式
台
門
の
位
置
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
嘉

永
三
年
(
-
八
五
0

)

に
式
台
門
が
新
築
さ
れ
た
際
、
現
在
位
置
に
移
築
さ
れ
た
。
簡
素
な
形
式

の
宝
形
造
、
銅
板
葺
で
、
方
二
間
の
下
層
と
方

一
間
の
上
層
か
ら
な
る
重
層
の
建
造
物
で
あ
る
。

楼
上
に
は
大
太
鼓
を
備
え
、
毎
朝
、
夕
に
叩
い
て
時
刻
を
知
ら
せ
た
。

式
台
門

入
母
屋
唐
破
風
造
、
銅
板
葺
の
四
脚
門
で
、
加
賀
藩
主
の
子
息
、
亮
麿
入
寺
の
際

に
建
造
さ
れ
た
。
棟
梁
は
能
登
の
大
工
藤
田
長
五
郎
が
勤
め
た
。
東
本
願
寺
勅
使
門
に
模
し
て

造
ら
れ
、
門
扉
に
菊
花
の
飾
り
が
付
い
て
い
る
こ
と
か
ら
「
菊
の
門
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
彫

刻
は
本
山
派
遣
の
彫
刻
師
金
剛
寺
屋
利
八
で
、
大
変
緻
密
な
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
る
。

3827 城端御坊全景図（嘉永年中）

庫

裏

厨
房
設
備
・僧
寮
・客
室
等
を
含
む
建
物
で
、
正
確
な
建
造
年
代
に
つ
い
て
は
不

明
で
あ
る
。
し
か
し
、
数
々
の
絵
図
や
設
計
図
等
を
見
る
と
、
大
き
く
三
回
の
変
遷
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
古
い
時
代
の
絵
図
や
因
面
に
描
か
れ
て
い
る
最
初
の
庫
裏
は
入
り
口
が

一
箇
所

で
台
所
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
末
期
の
絵
因
や
因
面
に
描
か
れ
て
い
る
庫
裏
は
、

左
側
に
式
台
、
右
側
に
唐
破
風
の
玄
関
が
あ
り
、
入
り
口
が
二
箇
所
あ
る
規
模
の
大
き
い
も
の

で
、
屋
根
に
そ
り
が
あ
り
、
墓
股
な
ど
の
寺
院
ら
し
い
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
建
物
で
あ
る
。
し

か
し
、
明
治
期
の
見
取
図
に
描
か
れ
て
い
る
庫
裏
は
現
在
の
も
の
で
、
入
り
口
は

一
箇
所
で
装
飾

は
な
い
。

，
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＇ 
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］ 
二階 庫裏平面図 (S=l/300)

人・

道 経 ＾廓 対 御 新 御 式 台 納 新 I I’ 
建

場 ｝,'ょ‘龍 面 御 広 所 言 溝 式
築

門 蔵 き庵 所 殿 殿 敷 台 門 の ，ヽ,,,,,.. 台

i 間
＋ 

瓦唐人 輪 銅切 総切 瓦人 桟平切格上張 民 唐人
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l ＋ 

t 
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建し; -. 五八元 初 八二 初 初 初 改三 初
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年 上年 年四 か 九 か か か か 年 年

移 棟 改一

l 
八 代

築 修完 月

あ明 1

成
＋ t-

を長玄大 次棟 衛五棟 —— 必▲ 八 屋必り村大 の上 亮→享江ー亨し藩艇もあ江
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受へ 1叶屋 城 金完に ‘人 ＾黒人け木十 川中 入端 I—後端,- と代几 力：後 期

移 ．の 左端 百成— 武寺 二甚寺移の＾ 部等 寺絵一期絵ー 伝藩＾ 期 の 備

築大豪 官大 八‘元 者の 九四の築館一 屈が の図年に凶年え主一 建の 間

さ正牒 福エ 拾大治 屈際 名郎際 共九 常 際←＾移ー＾る前六 物絵 取

れ期祁 田浅 L両—工元 し改 ／ ・建 右二 駐 改に一 築に一 田〇 目図 り

てに桑 届野 年 間築 坪大築 エー し 築記ヒ 祀ヒ 利五 体に 図 考

いは長 Lヽ9i-― • と荒五 をし -T: 門― た 人―- 人二 長― はも に

た料兵 平 あ木月 備‘ _ 1,il,, l よ年 奥 あ六 あ六 が年 新記 は

も亭衛 る頂二 う上 1::人 り庄 | 向 りヽ り― 宿）Jll し入 記

の吾の 辰 兵卜 下 几金 譲下 き の の 泊賀 しヽが 人

•
各
建
築
物
の
概
要

一
覧
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図
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019 
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022 
023 
024 

025 
026 

027 
028 

029 
030 
031 
032 
033 
034 

035 
036 

037 
追加l

追加2

← 

諸
資
料
に
つ
い
て

江
戸
時
代
を
通
じ
て
国
法
・寺
法
に
お
い
て
頭
寺
を
務
め
た
善
徳
寺
は
、
本
山
や
加
賀
藩
か
ら

住
職
を
迎
え
る
な
ど
、
深
い
関
係
を
保
持
し
て
い
た
。
加
え
て
、
創
建
以
来
、
一
度
の
火
災
に
も

あ
っ
て
い
な
い
た
め
、
絵
画
・彫
刻
・什
器
類
や
文
献
資
料
が
数
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

諸
賓
料
の

一
部
に
つ
い
て
は
、

「善
徳
寺
宝
物
（
絵
画
・彫
刻
）
」
、
「
善
徳
寺
宝
物
（
有
形
民
俗
文
化

財
）
」
と
し
て
、
県
の
文
化
財
指
定
を
受
け
て
い
る
も
の
も
あ
る
（
指
定
物
件
の
個
々
の
名
称
に
つ

い
て
は
表
を
参
照
）
。

指
定
理
由
に
は
い
ず
れ
も
「
善
徳
寺
は
、
加
賀
藩
政
時
代
、
浄
土
真
宗
の
触
頭
と
し
て
、
多
く
の

寺
院
を
統
括
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
藩
か
ら
重
視
さ
れ
、
藩
公
の
子
女
が
こ
の
寺
院
に
入
寺
し
、

住
職
や
奥
方
と
な
っ
て
関
係
が
深
か
っ
た
。
善
徳
寺
宝
物
の
多
く
は
、
そ
の
婿
入
・嫁
入
道
具
が

そ
の
ま
ま
残
っ
た
も
の
、
又
は
そ
の
際
寺
院
で
新
調
し
た
も
の
で
、
そ
の
中
に
は
藩
や
将
軍
家
か

・
「袴
徳
寺
宝
物

（絵
画
・
彫
刻
）」

指
定
物
件

覧
（
絵
画
三
九
点

・
彫
刻
七
点
）

（
昭
和
五
四
年

一
月
二
三

17
指
定

・
昭
和
五
五
年
九
月

―二
日
絵
画
二
点
追
加
指
定
）

001 
002 

ら
贈
ら
れ
た
由
緒
あ
る
品
物
も
含
ま
れ
て
い
る
。
」
と
あ
り
、
「
保
存
状
態
が
良
く
、
美
術
的
水
準

も
高
い
」
こ
と
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
絵
画
・彫
刻
に
つ
い
て
は
「
中
世
か
ら
近
世
へ
移

る
地
方
の
歴
史
的
事
情
を
知
る
う
え
で
優
れ
た
寺
宝
で
あ
り
、
ま
た
江
戸
時
代
の
美
術
を
知
る

こ
と
の
で
き
る
追
品
」
、
什
器
類
に
つ
い
て
は
、
「
民
俗
的
資
料
価
値
が
高
く
、
近
世
の
真
宗
寺
院

の
歴
史
的
事
情
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
造
品
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
蓮
如
な
ど
の
西
跡
、
由
緒
を
は
じ
め
、
触
頭
と
し
て
多
く
の
寺
院
を
統
括
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
本
山
や
加
賀
藩
、
末
寺
等
の
往
復
文
書
や
法
会
、
経
営
関
係
の
文
書
な
ど
膨
大
な
量
の

文
献
資
料
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
昭
和
五
四
、
五
五
年
度
に
富
山
県
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
「
古

文
書
緊
急
調
査
」
が
行
わ
れ
、
昭
和
五
七
年
二
月
に
『
城
端
別
院
善
徳
寺
史
料
目
録
』
が
発
行
さ
れ

た
。
こ
の
調
査
を
う
け
、
調
査
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
書
跡
、
古
文
書
、
冊
子
類
、
合
計
五
九
九
六

件
（
九
三
0
九
点
）
が
「
城
端
別
院
善
徳
寺
文
書
」
と
し
て
昭
和
五
八
年
六
月
二
七
日
に
県
の
文
化

財
指
定
を
受
け
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸
資
料
は
、
寺
内
の
宝
物
収
蔵
庫
や
土
蔵
に
収
納
さ
れ
て
お
り
、
取
扱
い
は
、
善
徳

寺
が
任
命
す
る
門
徒
が
宝
物
係
員
と
な
っ
て
行
う
。
ま
た
、

宝
物
収
蔵
廊
に
は
、
寺
の
職
員
が
常
駐
し
、
宝
物
の
解
説
や
古

文
書
教
室
等
の
世
話
を
行
っ
て
い
る
。

毎
年
七
月
下
旬
に
は
虫
干
法
会
が
行
わ
れ
、
勤
行
、
法
話
と

と
も
に
、
こ
れ
ら
の
法
宝
物
が
虫
干
し
を
兼
ね
て
展
示
さ
れ
、

寺
内
の
各
座
敷
、
御
殿
な
ど
に
調
度
品
な
ど
の
諸
道
具
や
什

器
類
が
多
数
陳
列
さ
れ
拝
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
ほ
か
、
境
内
に
あ
る
梵
鐘
（
目
録
番
号
二
四
六
）

・唐
金

燈
籠
（
二
四
五
・
ニ
四
七
）
に
つ
い
て
は
、
市
の
文
化
財
指
定
を

受
け
て
い
る
。

称
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台

当
粧

弁

棚

蓋

輪

箱
化
机
器
外
盟
側
広
桁
生
七

挟
御
文
行
野
曲
御
大
衣
花
組

[

ロ
名 称 具数 本苫での番号l指定H録番号 名
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称
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洋
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（
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台

焙

名

文

文

箱

箱

守

箇

洗

卓

見

付

枕

櫃

盤

盤

籠

器

紙

鉢
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